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　「法律相談をしても、イマイチ事件の依頼につながらない」
　「相談者の不信感丸出しの表情が忘れられず、法律相談がニガテに
なった」
　「気軽に受けた法律相談が原因で懲戒請求されそうになった」
　そんな経験はありませんか。
　私が弁護士という仕事についてから早くも１２年が経ちましたが、初
めて一人で担当した法律相談の記憶というのは、なかなか忘れられな
いものです（どちらかといえば忘れたい記憶です）。
　法律相談では、多くの場合、初めて会った相談者から事情を聴き取
り、法的な問題点を抽出した上で、自分の法的知識・経験に基づいて
専門家としての答えや解決方法を指し示さなければなりません。
　ところが、慣れないうちは、与えられた時間で要領よく聴き取りが
できなかったり、訊かれたことにうまく答えられなかったりするもの
です。それ以前に「何から訊いていけばいいのかもわからない」と感
じる人も多いのではないでしょうか。
　また、知識や経験の乏しさから、自分の説明した答え、解決方法に
自信が持てないということもあるかもしれません。
　私も駆け出しの頃は、基本書・文献や知られている判例で得た断片
的な知識がある程度で、法律相談の度に「次は何を訊かれるだろうか」
「知らないことを尋ねられたらどうしよう」と、そればかりを考えて
いました。
　「失敗を繰り返して経験を積んでいけばいいじゃないか」という考
え方もあるかもしれません。ところが、法律事務での「失敗」はとき
に相談者・依頼者の利益を大きく損ない、あなた自身の立場も抜き差
しならないものにさせてしまうリスクをはらんでいます。
　しかし、安心して下さい。
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　たとえ経験が乏しくても、正確な知識と適切な準備で補える部分は
少なくないのです。正しい方法を理解し、身につけ、それを繰り返す
ことこそが、法律相談に習熟する一番の近道です。
　本書では、登録５年目までの若手の弁護士・司法書士の方や司法修
習生、学生向けに、できるだけ早いうちに知ってもらいたい、身につ
けてもらいたい民事の法律相談の型やポイントを整理し、具体的な実
例と併せて紹介しています。
　法律相談を受けるときの心構えや相談前にできる準備、相談の際に
使えるフレーズ、わからないことを訊かれたときの対処法を提示して
います。また、若手の不安の元となっている法律相談の落とし穴やリ
スクとそれを避けるための方法、断るべき案件の断り方についても、
詳しく触れています。
　実務家の方であれば、本書を読んで頂くことで自信を持って法律相
談に臨むことができるようになりますし、依頼者や相談者に対しても
質の高い助言を提供することができるようになるはずです。
　司法修習生や学生の諸君は、講義や実務修習・エクスターンシップ
などで法律相談に触れる際、本書で紹介していることがらを意識する
ことで、相談の場でのやりとりの意味や実務家（ただし、それなりに
経験を積んだ人に限ります）の思考過程を理解しやすくなるはずです。
　あなたの法律相談のスキルを高められるのはあなただけですが、本
書によってその上達の速度を大きく上げることができるものと信じて
います。

　　平成２8年 4 月
� 弁護士　中村　真
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　法律相談は法律家としての助言という商品を提供する場ですから、
我々はそのニーズを正しく理解しておくべきです。では法律相談は相
談者にとってどんな意味があるのでしょうか。

❶「問題解決の糸口」としての意味
　まず「自分の抱えている問題を解決する糸口を得る場」という重要
な意味があります。
　相談者は、ただ漠然と「専門家に相談して今の状況を打開したい」
と考えていることがほとんどで、自分で法的な問題点を正しく意識で
きているというのはかなりレアなケースです。ですから、あなたは相
談者が表面的に感じ訴えていることだけに目を向けるのではなく、そ
の話す内容を手掛かりに、専門家の目で問題の本質をえぐり出し、そ
れに見合った解決方法を提示する必要があるのです。
　よくあるケースですが、「交通事故の加害者に車の修理費用を払っ
てもらいたい」という相談を受けたとしましょう。
　あなたは、相談者が口にした「相手への賠償請求」の当否を、事故
状況や相手の過失の有無・程度、損害の内容と因果関係、法律構成、
回収の具体的方法といった観点から検討することになるはずです。
　ですが、デキるあなたとしては、さらに相談者側の過失の有無・程
度や相手からの反対請求のおそれ、その対応策まで念頭に置いておか
なければなりません。訊かれたことに答えるだけではダメなのです。
　また、「問題の解決」は必ずしも法的手続や弁護士等による交渉の
みで達成されるものとは限りません。場合によっては、相談者が考え
ていたのと全く逆の方法をとること、自分の主張が困難であると理解
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してもらうことが良い結果につながるケースもあり得るのです。
　このように、相談者の考えの二歩、三歩先（あるいは一歩後ろ）を
読めるかどうかで、法律相談の成果、特に相談者の受け止め方やあな
たへの評価は大きく違ってくるように思います。

❷「相談できる専門家を得る場」としての意味
　身近に弁護士や司法書士がいない相談者にとって、法律相談は「相
談できる法律の専門家を得る場」としての意味があります。
　例えば歯医者さんを選ぶとき、家から一番近いところに行きます
か？　いろいろな人に聞いて評判のいいところを探そうとするでしょう。
　歯は抜歯や差し歯という方法もありますが、法的問題では正に抜き
差しならないという状況があり得ますから、誰でもできるだけスキル
の高い良心的な専門家に問題の処理を依頼したいと考えるのです。
　インターネットに溢れる自画自賛の広告だけでは、「本当に腕の確
かな専門家かどうか」を見極めることは難しいので、相談者が「実際
に会って相談してみたときの印象の良し悪し」やフィーリングで依頼
するかどうかを判断するというのは、ごく自然なことです。
　相談者は、法律相談で当たったあなたが高圧的でなく、自分の感じ
た疑問にもわかりやすく助言・回答してくれたならば、次に問題が起
こったときにもきっとあなたのことを思い出してくれるでしょう。
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資料2　手控えの例
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・�相談中に頭に浮かんだ疑問点を、話を聞きながら手控えに○？で書き
留めていき、後で、それらについても質問し、答えを記録していく。

・特に書き留めておくべきこと
　①�連絡に関する相談者の希望等（連絡がつかない時間帯、希望する
連絡方法）

　②�相談者から特に申入れのあった希望（「できれば裁判はしたくな
い」等）

　③�費用に関して行った説明の内容
　④�相談（打合せ）終了時点での「今後まずやるべき内容」

・略語（交通事故の場合の一例）
　○×：事故
　Ｋ：警察
　１１０：１１０ 番通報
　１１９：１１９ 番通報（救急搬送）
　Ａ：加害者　Ａ保：加害者側保険会社
　Ｖ：被害者　Ｖ保：被害者側保険会社
　Ｗ：①目撃者　②週（「２ｗに１回」＝「２週間に１回」）
　ＨＰ：病院
　セ外：整形外科
　ＥＮＴ：退院
　○実：実況見分
　○後：後遺障害
　症固：症状固定
　ＶＳＫ：自賠責保険への被害者請求

手控えの留意点



注意すべき時効・除斥期間・出訴期間その他の制限
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◆控訴期間（判決書の送達を受けた日から２週間の不変期間）民訴 ２８５ 条

◆上告・上告受理申立期間（判決書の送達を受けた日から２週間の不変期

間）民訴 ３１３ 条、２８５ 条、３１８ 条５項

◆支払督促への異議申立て（支払督促の送達を受けた日から２週間）民訴

３８７ 条

※ただし、2週間経過後も仮執行宣言前であれば督促異議の申立ては可能。民訴 ３９０
条

◆共同相続人による相続分の取戻権行使（相続分譲り渡しの時から１ヶ月）

民 ９０５ 条２項

◆株主総会等決議取消の訴えの出訴期間（決議の日から３ヶ月）会社法

８３１ 条

※株主総会決議不存在確認の訴え、株主総会決議無効確認の訴えには、出訴期間の制
限はない。会社法 ８３０ 条

◆相続の単純承認、限定承認、放棄の申述期間（自己のために相続の開始

があったことを知った時から３ヶ月）民 ９１５ 条１項

※家裁により伸長可。民 ９１５ 条１項但書

◆相続債権者・受遺者による財産分離請求（相続開始の時から３ヶ月）民

９４１ 条１項前段

※相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は請求可能。民 ９４１ 条１項後段

１４ 日（二週間）

１ヶ月

３ヶ月

資料3
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◆特別縁故者に対する財産分与の申立て（相続人捜索の公告期間〈６ヶ月、

民 ９５８ 条〉の満了の時から３ヶ月）民 ９５８ 条の３第２項

◆催告による時効中断（催告の時から６ヶ月以内に裁判上の請求、支払督

促・和解・調停の申立て、破産・再生・更生手続参加、差押え、仮差押

え又は仮処分を行うことにより効果が生じる）民 １５３ 条

◆抵当権者に対抗できない建物賃借人の、競落人に対する建物引渡し猶予

期間（競売における買受人の買受けの時から６ヶ月）民 ３９５ 条１項

◆相続の承認・放棄の取消し（追認をすることができる時から６ヶ月）民

９１９ 条３項前段

※相続の承認又は放棄の時から １０ 年を経過した時も取り消せなくなる。民 ９１９ 条３
項後段

◆裏書人の他の裏書人に対する請求権（手形の受戻しの日又は手形訴訟の

提起を受けた日から６ヶ月）手形法 ７７ 条１項８号、同 ７０ 条３項

◆行政処分の取消訴訟の出訴期間（処分又は裁決があったことを知った日

から６ヶ月）行政事件訴訟法 １４ 条１項本文

※ただし、正当な理由があるときはこの限りでない。行政事件訴訟法 １４ 条１項但書

※処分又は裁決の日から１年を経過したときも提起できない（ただし、正当な理由が
あるときはこの限りでない）。行政事件訴訟法 １４ 条２項

◆相続税の申告・納付期限（相続の開始があったことを知った日の翌日か

ら １０ ヶ月）相税 ２７ 条１項、３３ 条

◆月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料にかかる債権（行

６ヶ月

１０ ヶ月

１　年


